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一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
都
市
人
口
が
増
加
し
、
都
市
地
が
拡
大
し
た
こ
と
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
都
市
膨
張
の
具
体
相
、
及
び
そ
の
膨
張
を
促
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
大
坂
、
京
都
、
江
戸
の
研
究
は
比
較
的
進

め
ら
れ
て
お
り
、
三
大
都
市
で
は
、
こ
の
時
期
に
新
町
が
設
立
さ
れ
て
都
市
人
口
が
急
速
に
伸
び
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
都

市
の
拡
大
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
元
禄
時
代
に
対
す
る
評
価
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

元
禄
時
代
を
中
心
と
す
る
社
会
経
済
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
は
、
常
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
大
き
く
二
つ
に
分
れ
る
。
一
つ
は
農
村
部

（
１
）

で
の
余
剰
の
成
立
と
小
商
品
生
産
の
進
行
を
み
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
余
剰
、
小
商
品
生
産
の
未
成
立
を
前
提
と

（
④
●
）

す
る
考
え
方
で
あ
る
。

後
者
の
見
方
に
よ
る
都
市
の
位
渥
付
け
が
理
論
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
特
に
江
戸
の
研
究
を
中
心
と
し
て
、
当
時

に
お
け
る
大
都
市
の
膨
張
は
農
民
経
済
の
発
展
を
基
盤
と
し
な
い
都
市
の
発
達
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
都
市
住
民
糖
成
と
そ

の
都
市
の
関
係
市
場
と
の
関
連
が
薄
く
、
都
市
商
人
の
経
営
は
都
市
内
部
の
需
要
が
基
盤
で
あ
っ
て
農
村
と
の
経
済
関
係
を
も
た
な
か
っ

た
と
さ
れ
、
従
っ
て
、
都
市
人
口
の
増
加
は
農
村
で
の
没
落
農
民
の
流
入
が
主
流
で
あ
り
、
都
市
商
人
の
経
営
は
都
市
流
入
人
口
の
増
加

は
じ
め
に

元
禄
期
に
お
け
る
都
市
の
発
展

ｌ
大
聖
寺
藩
城
下
町
の
場
合
１
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に
見
合
っ
て
拡
大
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。
地
方
の
城
下
町
・
在
郷
町
に
つ
い
て
も
、
都
市
の
膨
張
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
大
都
市

２

と
同
質
の
内
実
を
も
っ
た
も
の
と
し
、
当
時
の
地
方
商
人
の
経
営
形
態
と
し
て
特
徴
的
と
さ
れ
る
の
こ
ぎ
り
商
い
は
都
市
周
辺
農
村
の
商

品
経
済
と
は
無
関
係
な
隔
地
間
流
通
と
し
て
位
腫
付
け
ら
れ
る
。
結
局
、
都
市
の
商
業
活
動
は
、
領
主
的
需
要
を
含
ん
だ
都
市
内
部
の
需

要
に
こ
た
え
る
こ
と
と
、
隔
地
間
商
業
に
向
け
ら
れ
、
周
辺
艇
村
を
包
む
地
域
経
済
の
成
長
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
、
と
判
断
さ
れ
て
い

ヲ
。
。大

聖
寺
藩
は
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
、
加
賀
藩
主
前
田
利
常
が
致
仕
す
る
に
当
り
、
嫡
子
光
高
に
本
藩
を
襲
が
せ
、
次
子
利
次
に

富
山
藩
一
○
万
石
を
、
第
三
子
利
治
に
大
聖
寺
藩
七
万
石
を
分
蓋
し
た
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
。
分
藩
当
時
の
領
域
は
加
賀
江
沼
郡
一
三

三
ヶ
村
と
越
中
新
川
郡
九
ヶ
村
で
あ
っ
た
が
、
万
治
三
年
（
一
六
六
○
）
、
新
川
郡
九
ケ
村
を
江
沼
郡
に
北
接
す
る
能
美
郡
六
ケ
村
と
交

換
し
、
こ
の
領
域
は
明
治
に
至
る
ま
で
変
化
し
な
か
っ
た
。
領
域
は
海
岸
部
の
丘
陵
と
白
山
麓
に
当
る
山
地
が
多
く
、
平
野
は
大
聖
寺
川

と
動
橋
川
に
は
さ
ま
れ
て
存
在
し
た
。

三
大
都
市
の
研
究
と
比
較
し
て
、
地
方
の
城
下
町
・
在
郷
町
の
研
究
の
数
は
依
然
少
な
く
、
右
に
み
る
よ
う
な
都
市
の
総
体
的
な
位
睡

付
け
に
つ
い
て
そ
の
正
否
を
断
定
す
る
に
は
、
研
究
の
蓄
積
が
乏
し
す
ぎ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
地
方
城
下
町
の
変
容
の
一
例
を
紹

介
し
て
、
一
つ
の
具
体
例
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
禄
時
代
に
お
け
る
都
市
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

本
稿
の
構
成
を
略
述
す
る
と
、
第
一
節
で
、
研
究
対
象
と
し
た
現
在
の
石
川
県
加
賀
市
及
び
江
沼
郡
（
山
中
町
）
を
領
域
と
し
て
い
た

大
聖
寺
藩
の
概
要
を
述
べ
る
。
第
二
節
は
、
大
聖
寺
藩
の
城
下
、
大
聖
寺
町
の
寛
永
年
間
と
元
禄
年
間
の
絵
図
の
比
較
を
、
主
に
屋
号
の

分
析
に
よ
っ
て
行
い
、
両
時
期
間
の
変
化
を
う
か
が
う
。
第
三
節
で
は
、
第
二
節
に
関
連
さ
せ
て
、
大
聖
寺
町
の
商
家
経
営
を
、
主
に
吉

田
屋
の
享
保
末
年
の
勘
定
帳
に
よ
っ
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

一
、
近
世
前
期
の
大
聖
寺
藩



大
聖
寺
藩
の
財
政
は
、
家
臣
数
一
○
六
人
、
知
行
高
四
万
四
千
石
余
と
い
う
過
大
な
家
臣
団
と
、
公
儀
普
請
の
負
担
に
よ
っ
て
、
早
く

か
ら
窮
乏
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
に
は
家
臣
の
一
部
、
知
行
高
一
万
五
千
石
余
を
本
藩
に
返
付
し
た
が
、
一

方
、
流
通
経
済
へ
の
依
存
も
か
な
り
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
年
貢
納
入
に
は
一
部
銀
納
制
が
採
ら
れ
、
藩
制
後
期
の
藩
の
収
支
一
覧
史

（
の
。
）

料
に
よ
れ
ば
銀
納
率
は
一
七
％
程
で
あ
り
、
初
期
も
こ
の
程
度
と
考
え
て
よ
い
。
年
貢
米
は
領
内
支
出
を
除
い
た
後
、
領
外
で
換
銀
さ
れ

た
訳
だ
が
、
大
聖
寺
藩
で
は
二
代
利
明
の
時
代
か
ら
京
都
井
筒
屋
と
の
関
係
が
あ
り
、
宝
永
年
間
（
一
七
○
四
’
一
七
三
）
七
、
八
千

石
が
井
筒
屋
を
代
表
と
す
る
貸
銀
主
の
引
当
米
と
し
て
掻
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
主
に
京
都
市
場
を
前
提
に
、
大
津
へ
出
さ
れ
た
よ

３

う
で
あ
る
。
先
き
に
ふ
れ
た
藩
制
後
期
の
藩
の
収
支
史
料
で
、
換
銀
化
し
う
る
年
貢
米
が
八
千
石
余
と
な
っ
て
お
り
、
宝
永
年
間
の
引
当

大
聖
寺
町
が
近
世
以
前
、
ど
の
よ
う
に
江
沼
郡
の
中
心
的
役
割
を
果
し
て
い
た
か
は
詳
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
一
向
一
摸
時
代
の
前
半
、

加
州
三
ヶ
寺
の
一
つ
光
教
寺
が
大
聖
寺
町
内
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
政
教
上
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
光
敦
寺
が
享

禄
の
錯
乱
で
焼
亡
し
た
後
は
、
大
聖
寺
町
を
政
治
的
中
心
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
当
地
方
か
ら
本
廟
寺
へ

（
●
菅
）

の
年
貢
は
、
山
代
庄
の
専
称
寺
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、
大
聖
寺
川
の
舟
運
の
便
宜
に
よ
り
、
大
聖
寺
町
辺
に
経
済

（
・
勺
）

的
中
心
が
存
続
し
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
信
長
の
攻
路
で
大
聖
寺
、
敷
地
、
山
中
の
三
城
が
落
ち
、
同

八
年
か
ら
は
柴
田
勝
家
の
支
配
下
に
入
り
、
同
三
年
に
は
丹
羽
長
秀
与
力
溝
口
秀
勝
が
大
聖
寺
四
万
四
千
石
を
領
し
て
大
聖
寺
町
に
入

城
し
た
。
溝
口
氏
に
よ
る
一
五
ケ
年
間
支
配
の
後
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
小
早
川
秀
秋
家
臣
山
口
玄
蕃
が
入
城
、
そ
の
後
関
ヶ
原
合

戦
に
伴
う
前
田
利
長
と
山
口
玄
蕃
と
の
戦
い
で
利
長
が
勝
利
し
、
以
後
前
田
氏
の
領
地
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
城
代
支
配
が
行
わ
れ
た
が

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
一
国
一
城
令
で
城
代
は
廃
止
さ
れ
た
。
元
和
元
年
に
至
る
ま
で
、
大
聖
寺
城
を
中
心
に
あ
る
程
度
の
城
下
が

形
成
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
余
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
元
和
年
中
に
は
大
聖
寺
村
と
称
さ
れ
て
い
た
と
す

（
一
回
）

る
史
料
も
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
大
聖
寺
町
が
城
下
町
と
し
て
本
格
的
に
整
備
さ
れ
た
の
は
、
寛
永
一
六
年
の
分
藩
に
伴
う
も
の
と
い
っ
て

よ
い
。
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大
聖
寺
藩
で
は
大
聖
寺
が
唯
一
の
町
で
あ
っ
た
。
表
ｌ
に
藩
制
後
期
の
藩
内
の
宿
駅
と
、
戸
数
百
戸
以
上
の
村
々
の
状
況
を
示
し
た
。

宿
駅
は
い
づ
れ
も
町
場
ら
し
い
発
展
は
示
し
て
お
ら
ず
、
山
中
、
山
代
は
温
泉
地
、
塩
屋
は
漁
港
地
で
あ
り
、
那
谷
寺
門
前
の
那
谷
、
そ

の
他
片
山
津
、
串
等
に
わ
ず
か
に
在
郷
町
的
要
素
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
大
聖
寺
町
は
城
下
町
で
あ
る
と
同
時
に
、
藩
内
の
在

元
禄
凝
限
の
大
聖
寺
藩
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
は
、
地
主
手
作
の
存
在
の
一
方
、

（
、
）

と
し
な
が
ら
、
小
農
民
経
営
の
成
長
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
諸
事
実
か
ら
、
元
禄
期
頃
の
大
聖
寺
藩
で
は
農
民
的
貨
幣
経
済
の
成
立
』

実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

米
に
匹
敵
し
て
い
る
。
廻
米
量
は
多
く
な
く
、
銀
納
制
と
共
に
領
内
で
の
年
貢
米
換
銀
機
会
の
多
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

〈
巾
ｆ
）

銀
札
の
発
行
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
元
禄
四
年
（
ニ
ハ
九
一
）
銀
札
停
止
の
記
録
が
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
銀

札
通
用
が
知
ら
れ
る
。
元
禄
一
四
年
に
は
、
京
都
銀
主
達
の
貸
銀
条
件
と
し
て
再
び
銀
札
を
発
行
し
、
宝
永
四
年
幕
府
の
銀
札
停
止
令
に

よ
り
一
旦
は
中
止
し
た
。
享
保
一
五
年
（
一
七
三
○
）
幕
府
の
藩
札
解
禁
後
、
同
二
○
年
に
発
行
を
再
開
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
銀
札

政
策
に
、
藩
の
領
内
貨
幣
流
通
へ
の
依
存
が
み
え
る
他
、
藩
の
商
品
流
通
過
程
へ
の
関
わ
り
に
も
、
財
政
補
強
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

茶
は
生
糸
・
絹
と
並
ぶ
江
沼
地
方
の
特
産
品
で
あ
る
が
、
天
和
三
年
（
エ
ハ
八
三
）
大
聖
寺
藩
は
、
加
賀
藩
金
沢
の
町
人
二
人
に
茶
問
屋

を
任
命
し
た
。
こ
の
時
の
規
定
に
よ
っ
て
、
問
屋
は
領
内
の
串
村
、
作
見
村
、
大
聖
寺
町
の
三
ケ
所
に
お
か
れ
、
売
重
筒
一
○
匁
に
つ
き

六
分
の
口
銭
が
徴
収
さ
れ
た
。
口
銭
は
藩
と
問
屋
で
折
半
さ
れ
た
が
、
藩
は
毎
年
口
銭
前
銀
一
○
○
枚
（
四
・
三
貫
匁
）
の
請
取
を
条
件

と
し
、
ま
た
藩
内
の
茶
仲
買
人
へ
の
資
金
融
通
を
も
条
件
と
し
て
い
る
。
大
聖
寺
蕪
の
茶
口
銭
は
、
加
賀
藩
の
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）

（
、
ｖ
）

小
松
茶
問
屋
の
規
定
に
よ
る
売
買
高
一
○
○
匁
に
四
分
の
口
銭
と
比
較
す
る
と
、
一
○
倍
以
上
の
高
率
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

正
徳
二
年
（
一
七
一
三
に
は
、
有
名
な
大
聖
寺
全
藩
一
摸
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
農
民
側
か
ら
出
さ
れ
た
、
茶
問
屋
・
紙

問
屋
廃
止
の
要
求
は
、
藩
の
商
品
流
通
依
存
の
財
政
政
策
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
。

元
禄
期
頃
の
大
聖
寺
藩
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
は
、
地
主
手
作
の
存
在
の
一
方
、
商
品
作
物
栽
培
と
商
品
流
通
へ
の
参
画
を
必
須
条
件

元
禄
期
頃
の
大
聖
寺
藩
で
は
農
民
的
貨
幣
経
済
の
成
立
が
う
か
が
わ
れ
、

そ
れ
を
前
提
と
し
た
藩
の
諸
政
策
が
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表1

〕.O”

3-9

室
代
陣
公

”
肥
兜
Ｗ
鯛
即

（『加賀市史通史上巻』p､649～653の表より引用）

郷
町
的
機
能
も
合
せ
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

本
稿
に
用
い
た
「
寛
永
年
中
町
屋
之
図
」
（
以
後
、
寛
永
絵
図
と
記
す
）
と
「

元
禄
年
中
町
屋
之
図
」
（
元
禄
絵
図
と
記
す
）
は
共
に
写
し
で
、
金
沢
市
在
住
伊

東
正
典
氏
が
所
蔵
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
伊
東
氏
の
先
祖
は
、
藩
政
時
代
を
通
し

て
大
聖
寺
町
に
居
住
し
板
屋
の
屋
号
を
も
っ
て
い
た
。
由
磯
操
に
よ
れ
ば
、
初
代

が
慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）
に
大
聖
寺
町
に
来
住
し
て
藩
の
御
用
物
納
入
を
家
業

と
し
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
相
続
し
た
五
代
目
は
藩
御
用
減
少
の
た
め
質

屋
、
絹
旅
寵
商
い
を
始
め
た
。
一
八
世
紀
末
に
は
質
屋
を
や
め
て
本
陣
や
町
役
人

を
勤
め
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
は
伝
馬
肝
煎
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
両
絵
図
は
共
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
夫
役
徴
収
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
伊
東
氏
が
町
役
人
を
勤
め
た
時
に
写
し
を
作
成
し
た
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
所
蔵
に
至
る
経
緯
は
不
詳
で
あ
る
。

寛
永
絵
図
は
そ
の
作
成
動
機
と
し
て
、
「
殿
様
江
戸
御
出
立
、
御
入
部
二
付
町

方
御
改
と
し
て
図
面
」
と
絵
図
中
に
記
戦
さ
れ
て
お
り
、
利
治
の
初
入
部
を
契
機

に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
永
・
元
禄
両
絵
図
の
記
蛾
様
式
は
極
め
て
類

似
し
て
い
る
。
両
者
共
に
、
町
屋
の
み
に
つ
い
て
各
家
の
間
口
間
数
と
奥
行
、
屋

号
と
名
前
を
記
し
、
武
家
の
記
戦
は
な
い
。
夫
役
徴
収
の
た
め
の
作
図
で
あ
る
と

二
、
寛
永
・
元
隷
期
の
町
絵
図
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{｢寛永年中町屋之図」（町中心部分）
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ｂ
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｢元禄年中町屋之図」（同
：

毎I
もも二勺

右）



考
え
ら
れ
る
根
拠
は
、
絵
図
様
式
中
の
所
々
に
認
め
ら
れ
る
。
間
口
間
数
が
町
役
負
担
の
基
準
と
な
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い

８

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
両
絵
図
の
記
載
町
域
は
地
子
免
除
の
役
町
に
限
ら
れ
て
お
り
、
元
禄
絵
図
で
「
地
子
地
」
と
特
記
さ
れ
た
家
も

（
唾
）

み
ら
れ
る
が
、
数
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
・
る
。
寛
永
絵
図
で
は
町
別
に
「
本
役
」
か
ら
「
二
歩
役
」
ま
で
の
役
負
担
の
区
分
が
し
る
さ
れ
て

い
る
Ｑ
元
禄
絵
図
に
は
役
負
担
比
率
の
記
載
は
な
い
が
、
そ
れ
は
役
町
一
率
の
負
担
へ
と
変
化
し
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
寛
永
絵
図

で
は
記
入
町
人
名
の
う
ち
、
屋
号
の
な
い
家
が
全
体
の
五
四
％
を
占
め
、
ま
た
一
家
に
二
名
を
連
記
す
る
場
合
が
そ
の
う
ち
の
五
％
を
占

め
る
。
二
名
連
記
は
、
夫
役
徴
収
の
見
地
か
ら
採
ら
れ
る
記
載
方
法
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
諸
点
よ
り
、
両
絵
図
は
町
夫
役
徴
収
の
た
め
に

作
成
さ
れ
た
も
の
と
断
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

大
聖
寺
町
形
成
当
時
を
表
わ
す
寛
永
絵
図
よ
り
町
の
形
態
を
概
観
す
る
と
、
短
冊
型
の
町
割
と
、
武
士
と
町
人
と
の
身
分
制
に
基
づ
く

，
居
住
地
の
区
分
が
確
立
し
て
お
り
、
ま
た
、
旅
篭
町
、
魚
町
の
存
在
は
同
業
者
集
住
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
先
述
し
た
屋
号
を

も
た
な
い
町
人
も
集
住
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
町
内
の
道
幅
は
中
心
部
四
間
、
中
心
部
を
は
ず
れ
る
と
三
間
で
、
一
方
、
各
町
屋
の
規
模
は

奥
行
が
殆
ん
ど
一
五
間
で
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
間
口
の
統
一
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
後
出
の
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
中
心
部
で
は

（
咽
）

五
’
六
間
沁
周
辺
部
で
は
四
間
程
の
間
口
が
平
均
的
で
あ
る
。
寛
永
絵
図
と
元
禄
絵
図
と
で
は
、
町
名
の
一
部
変
更
と
、
魚
町
一
帯
の
道

路
の
変
化
、
元
禄
絵
図
で
の
家
数
五
軒
の
五
軒
町
が
で
き
た
こ
と
の
他
は
、
形
態
的
な
変
化
は
な
い
。

本
稿
で
は
屋
号
と
名
前
、
間
口
間
数
の
記
載
と
い
う
本
絵
図
の
特
性
を
生
か
し
て
、
寛
永
期
と
元
禄
期
の
絵
図
を
比
較
・
検
討
し
、
両

時
期
の
間
に
生
じ
た
変
化
を
考
え
て
み
た
い
。
屋
号
を
利
用
し
て
は
、
商
品
名
を
屋
号
と
す
る
町
屋
の
増
加
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
取
扱
商

品
専
一
化
の
方
向
、
及
び
町
屋
の
出
身
地
な
い
し
は
経
営
関
連
地
の
変
化
を
み
て
ゆ
く
。

こ
の
分
析
の
上
で
問
題
と
な
る
点
は
、
当
時
の
屋
号
が
ど
れ
ほ
ど
経
営
内
容
を
反
映
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
相
関
関
係
の

強
さ
は
一
応
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
屋
号
を
利
用
し
て
の
分
析
結
果
に
不
確
実
性
が
残
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
こ
で
の
分
析
も
、

そ
の
よ
う
な
史
料
的
限
界
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
屋
号
に
よ
る
研
究
が
も
つ
一
般
的
な
問
題
の
他
に
、
大
聖
寺
町
絵
図
に
よ
る
屋
号
の



９

寛
永
期
を
一
○
○
と
す
る
と
元
禄
期
に
は
一
二
六
へ
と
町
屋
の
増
加
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
増
加
の
仕
方
に
は
各
町
に
よ
り
二
様
あ
る
。

分
析
に
当
っ
て
、
独
自
の
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
寛
永
絵
図
で
全
体
の
五
五
％
余
を
占
め
る
町
屋
に
お
い
て
、
屋
号
が
な
く
名
前
の
み
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
元
禄
絵
図
で
は
全
て
の
町
屋
が
屋
号
を
有
し
て
い
る
。
屋
号
を
分
類
し
て
、
全
町
屋
数
に
対
す
る
各
々
の

比
率
を
算
出
し
比
較
す
る
時
、
寛
永
期
の
屋
号
の
な
い
町
屋
を
全
町
屋
数
に
加
え
て
よ
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

屋
号
の
な
い
町
屋
は
、
町
の
周
辺
部
分
と
、
中
心
部
で
は
本
町
、
横
町
に
多
く
、
ま
た
魚
町
で
は
殆
ん
ど
が
屋
号
を
も
っ
て
い
な
い
。

町
周
辺
部
分
で
の
多
さ
は
、
寛
永
一
六
年
の
大
聖
寺
町
建
設
に
当
り
不
可
欠
な
日
雇
層
の
居
住
を
推
測
さ
せ
、
横
町
は
元
禄
期
に
鍜
冶
町

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
寛
永
期
に
も
職
人
の
集
住
が
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
後
掲
表
２
１
１
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
禄
期
に
比

べ
て
よ
り
大
き
な
割
合
を
占
め
る
べ
き
筈
の
寛
永
期
の
職
人
数
が
、
屋
号
の
上
で
は
少
な
く
、
例
え
ば
元
禄
期
に
一
八
軒
み
ら
れ
る
大
工

が
寛
永
期
に
一
軒
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
屋
号
の
な
い
町
屋
に
職
人
層
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
魚
町
の
場
合

は
、
屋
号
の
な
い
町
屋
に
か
な
り
の
魚
屋
が
含
ま
れ
て
い
る
と
類
推
さ
れ
名
。
結
局
、
屋
号
の
な
い
町
屋
は
、
日
雇
・
職
人
・
商
人
等
雑

多
な
町
人
を
含
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、
日
雇
・
職
人
は
も
ち
ろ
ん
、
商
人
の
場
合
で
も
魚
屋
の
例
に
み
る
よ
う
に
、
領
主
要
求
に
基

づ
い
て
集
住
さ
せ
ら
れ
た
町
人
と
い
う
色
彩
が
極
め
て
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
分
藩
に
伴
う
、
．
領
主
に
よ
る
城
下
町
建
設
と
い
う
動
機

の
強
さ
が
、
町
人
の
居
住
形
態
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
本
節
で
の
分
析
に
当
っ
て
は
、
職
人
数
の
変
化
を

み
る
時
以
外
、
屋
号
の
な
い
町
屋
数
を
寛
永
期
合
計
町
屋
数
か
ら
差
引
く
な
ど
の
特
別
な
処
理
を
行
う
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

(1)
な
お
、
両
絵
図
の
比
較
に
当
っ
て
は
、
元
禄
絵
図
に
で
て
く
る
五
軒
町
を
そ
の
対
象
に
入
れ
ず
、
ま
た
、
元
禄
絵
図
の
下
新
町
末
端
部

分
に
途
切
れ
が
あ
り
、
こ
の
部
分
を
除
い
て
比
較
を
行
っ
た
。

両
絵
図
の
比
較
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
２
１
１
で
あ
る
。
以
下
、
変
化
の
要
点
を
三
点
に
わ
た
り
述
べ
て
ゆ
く
。

町
屋
の
増
加
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⑧
屋
号
に
み
え
る
変
化

屋
号
に
よ
る
町
屋
の
分
類
は
表
２
１
１
に
記
し
た
基
準
で
行
っ
た
。
商
品
名
屋
号
家
数
は
、
商
品
名
を
示
す
名
を
屋
号
と
す
る
町
屋

の
数
で
、
蔵
人
名
屋
号
家
数
は
識
人
的
な
名
称
を
屋
号
に
も
つ
町
屋
数
で
あ
る
。
地
名
を
屋
号
と
す
る
町
屋
に
関
し
て
は
、
大
聖
寺
藩

内
の
村
名
を
屋
号
に
も
つ
家
、
越
中
も
含
む
加
賀
藩
内
の
地
名
を
屋
号
に
も
つ
家
、
震
国
の
越
前
国
内
の
地
名
を
屋
号
と
す
る
家
、
以

上
三
地
域
以
外
で
商
業
活
動
に
よ
り
関
連
し
う
る
地
域
名
を
屋
号
と
す
る
も
の
と
の
四
つ
に
分
類
し
た
。
分
類
の
具
体
相
は
表
２
１
２

に
示
し
た
。
六
つ
に
分
類
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
数
が
町
屋
全
体
数
に
占
め
る
割
合
を
算
出
し
た
。

商
品
名
屋
号
家
数
は
、
数
の
上
で
二
七
軒
よ
り
五
八
軒
へ
、
全
町
屋
数
に
対
す
る
割
合
で
は
八
・
九
％
か
ら
一
四
・
四
％
と
増
加
し

て
お
り
、
ま
た
表
２
１
２
で
の
内
訳
を
み
る
と
、
取
扱
商
品
の
広
が
り
と
各
々
の
軒
数
の
増
加
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
質
と
通
と
の
分

業
、
専
業
化
の
進
展
が
う
か
が
え
る
。

一
つ
は
一
軒
の
間
口
間
数
が
減
少
し
て
町
屋
が
増
加
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
家
の
密
集
化
で
あ
る
。
旅
龍
町
、
寺
町
と
福
田
町
の
三
ケ
所

を
除
い
て
こ
の
傾
向
は
一
般
的
で
あ
る
が
、
特
に
中
心
部
で
あ
り
街
道
沿
い
の
横
町
と
、
町
の
周
辺
部
分
で
強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
も

う
一
つ
の
増
加
の
仕
方
は
、
御
大
工
町
で
寛
永
期
に
町
屋
の
な
か
っ
た
場
所
に
町
屋
が
建
て
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
が
各
町
の
中

で
一
番
増
加
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
寛
永
絵
図
に
み
え
な
い
が
、
元
禄
絵
図
で
町
屋
に
「
地
子
地
」
、
「
無
役
」
と
特
記
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
、
こ
の
御
大
工
町
で
の
新
出
町
屋
の
箇
所
で
「
地
子
地
」
一
五
軒
、
「
無
役
」
一
二
軒
が
み
ら
れ
る
。
元
禄
絵
図
で
特
記
が
み

え
る
の
は
、
五
軒
町
を
除
い
て
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。
絵
図
記
載
範
囲
は
役
町
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
御
大
工
町
の
箇
所
は
一
般
的

に
い
う
地
子
町
、
ま
た
は
新
町
、
脇
町
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
役
町
以
外
、
町
の
外
辺
部
分
に
お
け
る
町

域
の
拡
大
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
「
む
す
び
に
」
で
少
し
詳
し
く
述
べ
る
が
、
大
聖
寺
町
絵
図
と
し
て
天
明
期
の
も
の
が
残
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
町
の
外
辺
部
分
で
の
拡
大
が
か
な
り
進
ん
で
い
た
状
況
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
た
町
々
の
成
立
年

代
は
不
詳
だ
が
、
寛
永
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
そ
れ
ら
町
々
の
幾
ら
か
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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⑧
町
家
の
交
替

地
名
を
屋
号
に
も
つ
町
家
の
全
体
的
な
変
化
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
比
率
の
上
で
も
、
大
聖
寺
近
郷
地
名
及
び
加
賀
藩
内
の

地
名
を
屋
号
と
す
る
町
屋
数
が
増
加
し
た
こ
と
と
、
遠
方
地
名
を
屋
号
に
も
つ
町
屋
数
の
停
滞
に
あ
り
、
大
聖
寺
町
内
の
商
業
経
営
が
地

域
経
済
と
の
関
連
を
深
め
、
特
に
周
辺
農
村
と
の
関
係
を
強
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
藩
内
近
郷
屋
号
町
屋
は
、
比
率
で
三

・
二
％
か
ら
一
○
・
五
％
へ
増
加
し
、
ま
た
、
図
１
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
寛
永
期
と
比
べ
て
元
禄
期
で
は
周
辺
各
地
の
地
名
屋
号
が
見

出
さ
れ
る
。
そ
の
地
加
は
、
大
聖
寺
町
の
中
で
も
間
口
間
数
の
減
少
に
よ
り
町
屋
の
増
加
を
み
た
、
横
町
・
下
新
町
・
越
前
町
と
い
っ
た

密
集
化
箇
所
で
大
き
い
。
加
賀
藩
地
名
屋
号
家
数
の
比
率
増
加
は
一
・
○
％
か
ら
七
・
三
％
へ
と
大
き
く
、
表
２
１
２
に
み
え
る
よ
う
に

特
に
小
松
、
寺
井
を
含
む
江
沼
郡
に
北
接
し
た
能
美
郡
と
小
松
と
金
沢
の
間
に
位
置
す
る
松
任
、
及
び
金
沢
関
連
の
地
名
が
多
い
。
越

前
国
地
名
屋
号
家
数
の
割
合
は
五
・
一
％
か
ら
八
・
五
％
へ
と
漸
増
し
て
い
る
。
越
前
の
場
合
の
屋
号
地
名
を
表
２
１
２
で
み
る
と
、

元
禄
期
に
は
北
方
、
熊
坂
、
細
呂
木
、
丸
岡
と
い
っ
た
大
聖
寺
藩
近
辺
の
地
名
が
増
加
し
て
い
る
。
寛
永
期
に
あ
っ
て
元
禄
期
に
み
ら

れ
な
い
地
名
、
若
狭
、
三
国
は
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
隔
地
間
流
通
の
拠
点
で
あ
っ
た
ｐ
遠
方
地
名
屋
号
家
数
は
数
の
上
で
は
増
加
し

（
“
）

て
い
る
が
、
比
率
で
は
四
・
二
％
か
ら
五
・
八
％
へ
と
ほ
ぼ
停
滞
し
て
い
る
。
寛
永
期
で
は
美
濃
屋
の
多
い
の
が
特
徴
で
、
元
禄
期
で

は
江
戸
、
九
州
を
含
ん
で
地
域
的
に
広
が
り
、
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
し
い
て
い
え
ば
、
平
野
、
近
江
、
越
後
の
三
ケ
所
が
多
い
。
屋

号
が
そ
の
町
屋
の
商
業
経
営
と
関
連
す
る
と
い
う
前
提
で
、
以
上
の
諸
点
を
ま
と
め
る
と
、
寛
永
期
に
は
近
世
初
期
に
特
徴
的
な
隔
地

間
流
通
に
よ
る
商
業
傾
向
が
強
く
、
元
禄
期
に
は
そ
れ
が
継
続
さ
れ
な
が
ら
も
、
周
辺
農
村
と
関
連
し
た
商
業
経
営
が
拾
頭
し
て
き
て

い
る
。
更
に
経
営
上
の
関
連
地
域
は
、
近
接
都
市
で
あ
る
小
松
、
金
沢
、
丸
岡
等
へ
伸
張
し
て
い
た
と
い
え
る
。

寛
永
期
か
ら
元
禄
期
ま
で
の
お
よ
そ
六
○
年
間
、
同
一
場
所
で
継
続
し
た
町
屋
の
数
を
、
表
中
の
継
続
家
数
で
示
し
た
。
家
の
場
所

が
同
じ
で
同
屋
号
、
同
名
で
あ
る
場
合
と
、
名
前
は
異
っ
て
も
同
一
場
所
で
同
屋
号
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
継
続
町
屋
と
み
た
。
寛
永

期
の
町
屋
数
全
体
に
対
す
る
継
続
町
屋
数
の
割
合
は
八
・
○
％
と
、
両
期
間
に
お
け
る
町
屋
の
交
替
の
激
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

’
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表2－2屋号名分類内訳

’’ 元禄絵図内訳（家数）寛永絵図内訳（家数）屋号名分類

油屋(13）味噌屋(11）米屋（7）
木線屋（3）竹屋（3）魚屋（2）
めし屋（2）木屋（2）糀屋（2）
蟻燭屋（2）布屋（2）干物屋（2）
塩屋（2）綿屋（1）板屋（1）
昆布屋(1)菓子屋(1)煙草屋（1）

（合計58）

油屋(4）米屋(4）塩屋（3）

布屋（3）紙屋（2）味噌屋（2）

魚屋（2）板屋(1）飴屋（1）

匁物屋（1）呉服屋（1）炭屋（1）

すし屋（1）木綿屋（1）

（合計27）

商品名屋号

大工(18）紺屋(16）桶屋(12）
鍛冶屋（6）木引（5）室屋（5）
畳屋（3）鞘師（3）樽屋（2）
傘屋（2）利屋（2）塗師屋（2）
柄巻子（1）樋屋（1）白銀（1）
桧物屋（1）石屋（1）表具屋（1）
目医師(1)編笠屋(1)足駄屋（1）

（合計85）

紺屋(12）鍜冶屋（6）桶屋（4）

鍋屋（2）赤壁屋（1）表具屋（1）
はり（1）鉄砲屋（1）編笠屋(1）

職人名屋号

29）(合計

橘屋（3）川崎屋（2）篠原屋（2）
山代屋(1)敷地屋(1)細坪屋(1）

近郷
屋号

藩内
地 名

(合計10）

能登屋（2）
加賀藩地名屋号

越中屋(5)能美屋(4)金沢屋（3）
小松屋(3)寺井星(3)尾山屋（2）
石川屋(2)高岡屋(2)松任屋（2）
能登尾(1)七尾屋(1-)府中屋(ユ）

（合計29）

能美屋(1）

3）(合計

’
吉崎屋(8)丸岡屋(6)越前屋（5）
北方屋(5)熊坂屋(4)大野屋（2）
細呂木屋(2)福井屋(1)金津屋(1)

（合計34）

Ｊ１
、
Ｊ

ｆ
、
６

屋
１

泡
鰄
ｊ
計

４
油
１
合

グ
ー
２
ｒ
ぅ

屋
く
屋

崎
屋
野

吉
狭
大

若
ｊ
Ｊ
ｊ

５
２
１

く
く
く

屋
屋
屋

前
津
国

越
金
三

越前国地名屋号

平野屋(3)近江屋(3)越後屋（3）
江戸屋（2）京屋（2）和泉屋（1）
美漂屋(1)備前屋(1)大津屋（1）
博多屋(1)紀伊国屋(1)大坂屋(1)
長崎屋(1)大和屋(1)河内屋（1）

（合計23）

、
ノ
、
ｊ

ｌ
ｌ

〃
ｌ
〃
ｔ

屋
屋

野
後

平
越

ｊ
ｊ

ｌ
ｌ
、
ｊ

〆
ｌ
〃
ｌ
ｌ

屋
屋
く

津
坂
屋

大
大
泉

ｊ
ｊ
ｊ

６
１
１

く
く
く

窪
醒
罎

美
三
近

遠方地名屋号

(合計13）

*1吉崎村は大聖寺藩領と越前領に分れているが，ここでは一括して越前国地名屋号に含
めた。
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る
。
屋
号
の
な
い
町
屋
の
場
合
は
比
定
し
え
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
屋
号
を
も
つ
町
屋
以
上
に
経
済
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
の
で
、
屋
号
の
な
い
町
屋
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
継
続
町
屋
の
割
合
は
や
は
り
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
寛
永
絵
図
、
元
禄
絵
図
の
比
較
を
通
し
て
、
役
町
内
部
で
町
屋
が
増
加
し
た
こ
と
、
町
屋
数
の
増
加
は
、
商
人
間
の
専
業
化
、

分
業
化
の
進
展
と
、
周
辺
農
村
経
済
・
地
域
経
済
と
大
聖
寺
町
と
の
商
業
的
関
連
の
上
で
生
じ
た
こ
と
、
町
屋
の
交
替
が
激
し
か
っ
た
こ
と

三
、
大
聖
寺
町
の
商
家
経
営

寛
永
期
よ
り
元
禄
期
の
町
の
変
化
は
、
町
内
の
商
家
経
営
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
か
、
特
に
周
辺
農
村
と
の
関
係
を
中
心
に
考

察
し
て
ゆ
き
た
い
。
た
だ
し
、
寛
永
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
の
状
況
を
直
接
に
示
す
史
料
は
な
く
、
こ
こ
で
取
上
げ
る
商
家
吉
田
屋
の

場
合
、
経
営
の
具
体
的
内
容
は
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
以
降
し
か
う
か
が
え
な
い
。
こ
の
点
、
第
二
節
で
取
扱
っ
た
時
期
と
少
し
隔

た
り
が
あ
り
史
料
的
な
難
点
が
あ
る
が
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
享
保
末
年
の
同
家
の
経
営
か
ら
、
一
七
世
紀
後
期
の
経
営
を
一
応
類
推
す

を
指
摘
し
た
。

吉
田
屋
は
由
諸
瞥
に
よ
れ
ば
、
初
代
伝
亟
が
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
に
大
聖
寺
町
の
福
田
町
で
菓
子
商
を
始
め
、
延
宝
五
年
（
一
六

（
猫
）

七
七
）
に
溌
冶
町
に
移
っ
て
酒
造
業
を
経
営
し
た
と
い
う
。
元
禄
絵
図
に
は
鍜
冶
町
続
き
の
下
新
町
に
、
四
間
の
間
口
を
も
つ
吉
田
屋
伝

亟
の
家
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
識
冶
町
か
ら
下
新
町
に
か
け
て
は
街
道
沿
い
で
町
屋
の
密
集
化
の
起
き
て
い
る
場
所

で
あ
り
、
吉
田
屋
の
福
田
町
か
ら
の
移
転
は
、
経
営
の
発
展
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
吉
田
屋
は
二
代
目
以
降
伝
右
衛
門
を
名
乗
る
と
こ
ろ
か

ら
、
元
禄
絵
図
は
初
代
が
没
し
た
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

（
猫
）

吉
田
屋
の
経
営
の
具
体
的
な
様
子
は
、
「
毎
歳
勘
定
帳
」
の
残
さ
れ
た
享
保
一
七
年
以
降
の
も
の
が
わ
か
る
。
当
時
の
金
融
業
は
一
般

的
に
、
そ
の
返
済
米
に
よ
る
酒
造
業
と
経
営
上
結
合
し
て
お
り
、
吉
田
屋
の
場
合
も
由
緒
書
に
み
え
る
延
宝
年
間
の
酒
造
業
の
開
始
は
、

金
融
業
の
開
始
で
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
享
保
末
年
の
吉
田
屋
の
金
融
は
質
貸
と
無
質
貸
の
両
部
分
か
ら
成
っ
て
お
り
、
金
融
業
の
具
体

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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甲
寅
歳
覚

付
込
分

一
、
四
石

代
銀
三
百
四
拾
目

同一
、
三
百
拾
五
匁
七
分

同
一
、
七
貫
八
百
四
拾
七
文

代
銀
九
拾
六
匁
弐
分
八
厘

目
札
峪
七
百
五
拾
壱
匁
九
分
八
厘

一
、
八
石
壱
升

代
銀
六
百
八
拾
目
八
分
五
厘

同一
、
八
拾
四
匁
弐
分
弐
厘

同一
、
弐
拾
貫
文

代
弐
百
四
拾
五
匁
四
分

的
内
容
は
無
質
貸
に
の
み
明
ら
か
で
、
質
貸
の
実
体
は
不
詳
で
あ
る
。
享
保
二
○
年
大
聖
寺
藩
は
、
八
月
に
町
人
の
対
郡
方
無
質
貸
銀
の

徴
収
停
止
を
命
じ
、
一
○
月
に
銀
札
を
発
行
、
二
月
に
は
郡
方
貸
銀
の
三
○
ケ
年
賦
徴
収
を
命
じ
て
、
一
連
の
経
済
政
策
を
行
っ
た
。

八
月
の
対
郡
方
賃
銀
の
徴
収
停
止
令
に
よ
り
、
吉
田
屋
は
全
財
産
の
三
○
％
近
い
五
貫
匁
程
が
損
失
同
様
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
翌
元
文

（
”
）

元
年
以
降
、
後
掲
表
３
１
１
に
み
え
る
よ
う
に
、
吉
田
屋
は
郡
方
に
対
す
る
無
質
貸
を
中
止
し
た
。
享
保
二
○
年
の
藩
の
経
済
政
策
は
、

吉
田
屋
経
営
に
お
け
る
従
来
の
郡
方
と
の
関
係
に
一
つ
の
転
期
を
与
え
た
訳
で
あ
る
。

一
七
世
紀
末
以
降
の
、
吉
田
屋
と
郡
方
と
の
関
係
を
享
保
末
年
の
勘
定
帳
か
ら
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

享
保
末
年
の
勘
定
帳
記
載
例
と
し
て
、
同
一
九
年
の
も
の
を
次
に
示
す
。

銀
貸

銭
貸

さ
け
貸

銀
貸

銭
貸

（
花
押
）

酒
貸
、
平
均
八
分
五
厘

弓
波
椎
率
捲
貫
拾
匁
四
分
七
厘

一
、
壱
貫
九
百
弐
拾
九
匁
三
分
四
厘
銀
貸

同
一
、
拾
参
貫
七
百
七
拾
文
銭

代
銀
百
六
拾
八
匁
九
分
六
厘

同
一
、
壱
石
七
斗
七
升
四
合
酒

代
銀
百
五
拾
目
七
分
九
厘

合
弐
貫
弐
百
四
拾
九
匁
九
厘

外
目
札
分

一
、
百
六
拾
八
匁
五
分
弐
厘
銀
貸

同
一
、
七
貫
三
百
廿
一
文
銭
貸

代
銀
八
拾
九
匁
九
分
壱
厘

同一
、
弐
石
壱
斗

酒
貸

代
銀
百
七
拾
八
匁
五
分

合
四
百
三
拾
六
匁
九
分
三
厘
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大
菅
ケ
波
村
分

一
、
壱
貫
四
拾
七
匁
七
分
壱
厘
銀

同
一
、
八
貫
九
百
七
拾
七
文
銭

代
銀
百
拾
匁
壱
分
五
り
ん

同一
、
六
斗
者

さ
け
也

代
銀
五
拾
壱
匁

合
壱
貫
弐
百
八
匁
八
分
六
厘

惣
帳
面
貸
附
銀
中
勘

〆
五
貫
六
百
五
拾
七
匁
三
分
三
厘

各
年
度
の
財
産
総
額
は
、
大
き
く
貸
附
と
有
物
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
貸
附
の
内
で
、
付
込
・
目
札
等
の
部
分
と
、
弓
波
村
・

大
菅
波
村
二
ケ
村
分
と
を
分
け
、
ま
た
有
物
の
内
で
、
現
物
・
現
金
（
銀
・
銭
を
含
む
）
部
分
と
、
質
貸
部
分
に
分
け
て
、
各
々
の
銀
額

と
そ
の
全
体
に
占
め
る
割
合
を
表
３
１
１
に
示
し
た
。
貸
附
は
無
質
貸
の
こ
と
で
、
こ
の
内
、
付
込
は
掛
売
価
格
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が

目
札
の
意
味
は
不
詳
で
あ
る
。
質
貸
は
享
保
一
八
年
に
現
わ
れ
、
同
一
七
年
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
判
っ
て
い
な
い
。

財
産
総
額
全
体
に
占
め
る
郡
方
二
ヶ
村
へ
の
無
質
貸
の
割
合
は
、
二
○
％
か
ら
二
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

一
、

一
、

一
、

有
物
覚

弐
貫
三
百
四
拾
三
匁
五
分
春
子
糸
代
銀
有

三
百
三
拾
七
匁
古
糸
代
銀
ア
リ

三
百
七
拾
五
匁
古
糸
斗
一
一
而
古
絹
致
有
之
所

（
マ
マ
）

但
し
、
絹
高
拾
八
匹
、
正
月
壱
黄
弐
百
目
ア
リ
、
右
両
諸
古
糸
古
絹

之
分
長
持
し
ら
へ
有
之
、
少
々
の
ち
り
い
と
わ
く
付
外
二
〆
懸
儀
之

分
ハ
有
絹
ニ
し
る
し
見
用
仕
申
也

一
、
四
百
六
拾
八
匁
壱
分
五
厘
夏
子
い
と
代
銀
有

一
、
壱
貫
三
百
三
匁
御
家
中
前
買
銀
高
ア
リ

米
高
四
拾
四
石
五
斗

一
、
四
貫
五
百
四
拾
弐
匁
壱
分
五
厘
質
長
有

一
、
壱
貫
弐
百
七
拾
五
匁
酒
有

中
勘
拾
七
石

相
場
壱
匁
宛
ニ
侯
へ
と
も
平
均
七
分
五
厘
か
ヘ

ー
、
九
百
六
拾
四
匁
封
銀

丹
子
二
有
銀

一
、
六
貫
文
銭
有

代
七
拾
三
匁
六
分
五
厘

惣
有
物
銀
高

〆
拾
壱
貫
六
百
八
拾
壱
匁
四
分
五
厘

貸
付
・
有
物
銀
共
二

惣
合
拾
七
貫
三
百
三
拾
八
匁
六
分
九
厘

甲
寅
享
保
十
九
年
七
月
廿
一
日
勘
定
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表3－1吉田屋勘定帳内訳

’’’

ｇ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
嗣
山
ｍ
山
お
Ｉ

２
３

一

*1家中前貸分をここに含めた。表3－3でも同様。

表3－2貸附における銀・銭・酒の割合

形
刈
幻
刈
刈

形％％％
.0180．9113.016.]

.0183.0110．316．1

．086．18 ．15．f

､084．411．14．5

．0

．0

－0

40雷｜，,割48常

次
に
付
込
ｑ
目
札
等
に
よ
る
貸
附

と
二
ケ
村
ぺ
の
貸
附
の
う
ち
、
銀
・

銭
・
酒
の
占
め
る
割
合
を
表
わ
し
た

の
が
表
３
１
２
で
あ
る
。
付
込
・
目

札
等
で
は
酒
貸
が
全
体
の
半
分
余
り

で
あ
る
の
に
対
し
、
二
ケ
村
へ
の
蛍

附
は
銀
貸
が
八
○
％
’
八
六
％
と
殆

ん
ど
を
占
め
る
。
享
保
二
○
年
八
月

の
郡
方
無
質
貸
に
対
す
る
仕
法
が
行

わ
れ
た
時
、
吉
田
屋
の
貸
附
の
う
ち

そ
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
が
書
き
上

〈
”
）

げ
ら
れ
て
お
り
、
表
４
は
そ
れ
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
仕
法
は
郡
方

を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

藩
士
・
町
人
関
係
分
も
一
部
含
ま
れ

て
い
た
。
弓
波
村
、
大
菅
波
村
二
ケ

村
分
の
合
計
は
、
ほ
ぼ
享
保
一
九
年

勘
定
帳
記
載
の
二
ケ
村
宛
貸
付
分
に

当
る
。
従
っ
て
、
享
保
一
九
年
の
付’

1

付込・目札 村分 賃分＊1 現物・現銀等

雲 高 割合 銀高 割合 鎮高 割合 銀高 割合 銀 高

匁
1991.60

2188.10

2199.38

2310.55

2183.66

2246.89

4055.85

％
16．1

13．7

12．7

12．9

13．8

11．5

10．7

匁
3340.40

3554.60

3457.95

1089.55

％
27．6

22．4

19．9

6．1

匁

,2342.00

5845.15

5911.95

4431.00

6534.21

21750.52

％

14.7

33.7

33.0

28.1

33.5

57.3

匁
7030.00

7鯉0.00

5836.30

8612.65

11359.45

10735.95

”141．63

％
56.9

49.2

33.7

48.0

71.9

55.0

32.0

匁
123G2.00

15903.70

17338.69

17924.00

15790.45

1鱒17.05

37948.00
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表4享保20年仕法対象分内訳

匁
243.06

％
5．1

1
12

14

18

37

藩士・町人分

弓波村分

大菅波村分

19ケ村分

3件村民個人貸11件

3件村民個人貸15件

i鰐茜鶴螺鎖駕＃

内村貸

内村賓

1村内で
件，庄村

53．22549.08

22．11059.68

“236 19．6

込
・
目
札
等
の
二
二
○
○
匁
近
く
の
う
ち
に
は
、
一
九
ケ
村
に
散
在
す
る
郡
方
個
人
貸
付
が
九
五
○

匁
程
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
よ
り
、
享
保
一
九
年
の
無
貢
貸
の
う
ち
郡
方
を
対
象
と
し

た
も
の
は
、
二
ケ
村
分
の
一
九
・
九
％
よ
り
増
加
し
て
、
財
産
総
額
の
二
五
％
余
と
な
る
。
こ
の
状

況
を
享
保
末
年
全
般
に
あ
て
は
め
て
、
財
産
総
額
の
二
五
影
か
ら
三
○
彩
余
が
郡
方
の
無
賃
貸
に
運

用
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

更
に
、
享
保
二
○
年
の
損
銀
書
上
げ
よ
り
、
郡
方
貸
付
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
弓
波
村
に
対
す
る
二
貢
五
○
○
匁
余
の
貸
付
の
う
ち
一
貫
八
三
五
匁
余
が
、
年
貢
米
納
入

と
い
う
理
由
を
主
と
し
た
村
役
人
連
印
貸
銀
で
あ
り
、
弓
波
村
貸
付
全
体
の
七
二
・
○
％
に
当
る
。

大
菅
波
村
で
は
七
四
一
匁
、
七
○
・
○
％
が
そ
れ
に
当
る
。
二
ケ
村
分
の
う
ち
残
り
の
部
分
は
、
弓

波
村
二
件
、
大
菅
波
村
一
五
件
の
村
民
個
人
貸
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
両
村
へ
の
貸
付
の
う
ち
、
明

ら
か
に
年
貢
納
入
の
た
め
で
あ
る
も
の
が
、
村
役
人
連
印
貸
銀
も
含
め
て
、
弓
波
村
で
七
四
・
五
％
、

大
菅
波
村
で
七
三
・
二
％
を
占
め
て
い
た
。
以
上
の
状
況
よ
り
吉
田
屋
と
郡
方
の
金
融
上
の
関
係

は
、
年
貢
納
入
時
の
村
貸
を
通
じ
て
特
定
の
村
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
村
貸
の

関
係
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
特
定
村
内
の
村
民
個
人
へ
の
貸
付
を
行
う
傾
向
が
強
い
。
ま
た
、
散
在
的

な
他
村
民
へ
の
貸
付
に
も
応
じ
て
い
た
。

次
に
吉
田
屋
勘
定
帳
で
、
有
物
と
記
戦
さ
れ
た
部
分
の
内
訳
を
示
し
た
の
が
表
３
１
３
で
あ
る
。

享
保
末
年
に
お
い
て
は
、
一
○
’
二
五
％
を
占
め
る
酒
高
に
対
し
て
、
生
糸
・
絹
が
二
○
’
五
○
％

を
占
め
、
そ
の
割
合
の
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
江
沼
郡
の
生
系
・
絹
は
特
産
品
の
一
つ
に
掲
げ

ら
れ
、
古
代
よ
り
そ
の
生
産
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
近
世
前
・
中
期
に
つ
い
て
は
今
の

と
こ
ろ
殆
ん
ど
事
傭
が
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
元
禄
期
に
庄
村
で
絹
織
物
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
大
聖
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表3－3有物における内訳と比率

咽
廻
加
元
２
３

文一
元

１
０
７

●
■
。

３
０
０

２
５
４

156

0．0

23．1 11．8 40．4 ０
０
●
①

、
伽

１
１９

０
●
●

８
１

10．9 30.2

25.4 11．6 21.3 100.0

28．1 8．3 56．6 3．0

065

1．8

100.04．1

37．8 15．8 30.8 15．0 100.0

64．2 8．6 5．1 20．4 100.0

（
、
）

寺
町
へ
伝
播
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
生
産
発
展
を
、
一
応
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

吉
田
屋
勘
定
帳
に
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
、
町
内
の
細
織
物
商
人
へ
の
貸
付
を
示
す
記
載
が
あ

り
、
絹
商
売
上
で
取
引
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
田
屋
で
は
酒
造
・
金
融
業
の
他
に
、
次
第

に
地
方
の
特
産
物
化
し
つ
つ
あ
っ
た
生
糸
・
絹
の
流
通
に
関
っ
て
い
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
、
吉
田
屋
の
経
営
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
延
宝
年
間
商
売
の
上
で
地
の
利
の
良
い
鍛

冶
町
付
近
へ
進
出
し
、
一
八
世
紀
初
期
よ
り
特
産
化
し
つ
つ
あ
る
生
糸
・
絹
商
売
へ
経
営
を
伸
張

し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
経
営
内
容
の
発
展
を
示
し
て
い
る
。
吉
田
星
の
経
営
と
郡
方
と
の
関
わ
り

は
、
質
貸
の
実
体
が
不
明
な
た
め
不
十
分
に
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
無
質
貸
に
み
え
る
郡
方
分
に

よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
経
営
の
二
五
％
か
ら
三
○
％
が
郡
方
を
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
無
質
貸
と
い
う
郡
方
へ
の
信
用
、
対
郡
方
金
融
が
経
営
に
占
め
る
大
き
さ
は
、
貸
銀
の

利
子
付
返
済
の
確
実
性
を
示
し
て
お
り
、
年
貢
納
入
の
厳
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
村
部
に
余

剰
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
吉
田
屋
の
経
営
は
、
農
村
部
で
の
生
産
余
剰
に
吸
着
し
、
そ

れ
を
収
奪
し
つ
つ
、
継
続
・
発
展
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

本
節
初
め
に
ふ
れ
た
、
吉
田
屋
の
享
保
末
年
の
経
営
か
ら
一
七
世
紀
後
期
の
経
営
を
類
推
す
る

こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
吉
田
屋
の
経
営
に
お
け
る
大
き
な
転
期
は
、
由
緒

書
に
み
え
る
延
宝
年
間
の
菓
子
商
か
ら
酒
造
業
へ
の
転
換
期
に
求
め
ら
れ
る
。
享
保
末
年
に
既
に

一
二
貫
匁
余
の
蓄
財
を
な
し
、
ま
た
、
特
定
二
ケ
村
と
の
結
び
つ
き
な
ど
、
享
保
末
年
に
至
る
ま

で
の
経
営
の
継
続
を
う
か
が
わ
せ
る
。
従
っ
て
、
郡
方
金
融
に
経
営
の
か
な
り
の
比
重
を
も
つ
吉

田
屋
の
経
営
を
、
、
一
七
世
紀
後
期
に
還
ら
せ
て
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
田
屋
の
経
営
の
他
に
、
一
八
世
紀
前
期
ま
で
の
当
地
域
の
商
業
経
営
の
内
容
を
知
る
も
の
と
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し
て
、
極
め
て
断
片
的
な
史
料
で
あ
る
が
、
越
前
領
（
福
井
藩
）
吉
崎
村
の
見
谷
屋
と
大
聖
寺
町
の
板
屋
の
例
が
あ
る
。

吉
崎
村
の
見
谷
屋
は
和
田
姓
を
も
ち
、
近
世
に
は
在
郷
商
人
と
し
て
家
勢
が
あ
っ
た
。
見
谷
屋
史
料
中
の
貸
借
証
文
か
ら
、
享
保
年
間

の
大
聖
寺
藩
の
村
方
と
の
関
係
が
少
し
う
か
が
え
る
。
見
谷
屋
は
奥
谷
村
と
永
井
村
に
村
貸
を
行
い
、
吉
田
屋
が
弓
波
・
大
菅
波
村
二
ヶ
村

に
対
す
る
の
と
類
似
の
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
上
木
村
の
村
民
に
個
人
貸
を
行
っ
て
い
た
。
奥
谷
村
は
享
保
一
八
年
一
二
月
、
そ
の
年

の
年
貢
納
入
の
た
め
、
全
村
の
家
の
売
証
文
を
出
し
て
代
銀
一
貫
一
五
○
匁
を
見
谷
屋
よ
り
借
り
る
に
至
っ
て
い
る
。
見
谷
屋
に
お
け
る
金

融
業
の
内
容
に
は
、
吉
田
屋
と
同
型
の
村
貸
と
そ
れ
に
伴
う
同
村
内
で
の
個
人
貸
、
ま
た
他
村
民
と
の
個
人
貸
と
い
う
形
態
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
金
融
は
無
質
貸
、
利
率
は
一
ケ
月
一
分
七
朱
（
約
二
○
％
）
で
、
利
率
は
こ
れ
が
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

板
屋
は
伊
東
家
の
屋
号
で
、
第
二
節
初
め
に
紹
介
し
た
よ
う
に
貞
享
四
年
に
家
督
相
続
し
た
五
代
目
が
、
そ
れ
ま
で
の
藩
御
用
物
納

入
の
家
業
が
振
わ
な
く
な
っ
た
た
め
、
質
屋
と
絹
旅
篭
商
い
を
始
め
た
と
、
由
緒
番
に
記
さ
れ
て
い
る
。
質
屋
の
経
営
内
容
は
不
明
だ
が
、

絹
問
屋
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
こ
の
地
域
で
生
糸
・
絹
生
産
が
特
産
物
化
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
板
屋

の
経
営
転
換
に
当
っ
て
、
生
糸
・
絹
生
産
に
関
わ
る
経
営
が
有
利
な
も
の
し
と
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

以
上
の
考
察
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
寛
永
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
大
聖
寺
町
で
は
町
の
膨
張
が
み
ら
れ
、
そ
の
膨
張

は
、
町
機
能
の
充
実
を
う
か
が
わ
せ
る
商
店
の
多
様
化
と
、
周
辺
農
村
経
済
及
び
地
域
経
済
と
の
関
係
の
深
化
に
基
づ
い
て
い
た
。
ま
た
、

町
人
の
対
郡
方
金
融
の
状
況
は
農
村
部
で
の
生
産
余
剰
の
形
成
を
示
し
て
い
る
。

本
稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
、
元
禄
時
代
に
お
け
る
都
市
の
位
置
付
け
と
い
う
問
題
に
立
ち
帰
っ
て
み
る
と
、
大
聖
寺
町
の
場
合
に
は
、

町
周
辺
の
農
村
部
で
形
成
さ
れ
た
生
産
余
剰
を
基
盤
と
し
た
町
の
発
展
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
大
聖
寺
町
の
発
展
は
、
吉
田
屋
等

の
例
に
み
え
る
よ
う
に
、
農
村
部
に
お
け
る
生
産
余
剰
を
金
融
活
動
等
を
通
じ
て
収
奪
す
る
こ
と
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結

む
す
び
に
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大
聖
寺
町
の
そ
の
後
の
状
況
を
総
括
的
に
捉
え
ら
れ
る
史
料
と
し
て
、
や
は
り
絵
図
で
天
明
期
頃
の
作
図
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ

（
副
）る

。
こ
の
絵
図
は
、
寛
永
・
元
禄
両
絵
図
と
記
載
様
式
が
全
く
異
っ
て
お
り
、
姓
を
記
入
し
た
武
家
、
屋
号
の
み
の
町
屋
が
記
戦
さ
れ
、

記
載
範
囲
は
役
町
に
限
ら
れ
ず
、
大
聖
寺
町
全
体
に
及
ん
で
い
る
。
間
口
間
数
の
記
載
は
な
い
が
、
家
別
に
地
子
地
の
記
載
が
な
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
に
関
連
し
て
、
絵
図
か
ら
わ
か
る
点
を
簡
略
に
述
べ
る
と
、
役
町
の
範
囲
内
で
の
町
屋
増
加
は
、
指
数
に
し
て
寛
永
期
一
○

○
ｌ
元
禄
期
一
二
六
ｌ
天
明
期
一
三
五
と
な
り
、
元
禄
期
か
ら
天
明
期
迄
の
約
九
○
年
間
の
増
加
は
、
前
者
に
比
べ
て
緩
慢
に
な
っ
て
い

る
。
家
の
継
続
に
関
し
て
は
、
天
明
期
の
絵
図
が
屋
号
の
み
の
記
戦
の
た
め
継
続
町
屋
の
確
定
は
し
に
く
い
が
、
一
応
の
比
定
を
行
う
と

寛
永
期
か
ら
元
禄
期
の
約
八
％
に
対
し
て
、
元
禄
期
か
ら
天
明
期
は
一
五
％
を
越
え
る
。
ま
た
、
役
町
の
範
囲
内
で
、
同
屋
号
を
名
乗
る

町
家
数
の
率
が
寛
永
期
、
元
禄
期
と
比
べ
て
多
く
な
っ
て
お
り
、
分
家
の
増
加
が
町
の
膨
張
の
一
因
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
役
町
以
外
の

町
外
辺
部
の
町
屋
数
は
、
約
三
五
○
軒
近
く
あ
り
、
そ
の
七
○
％
以
上
が
地
子
地
の
町
屋
と
な
っ
て
い
る
。
荒
町
、
新
町
な
ど
は
、
明
ら

あ
ら

か
に
町
成
立
以
降
の
新
設
町
で
あ
る
が
、
町
端
に
建
つ
式
内
社
菅
生
石
部
神
社
前
の
永
町
は
、
近
世
初
頭
か
ら
あ
る
程
度
の
町
立
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
各
々
の
町
の
成
立
時
期
は
確
定
で
き
な
い
。

一
方
、
吉
田
屋
は
先
述
の
享
保
二
○
年
を
一
つ
の
転
期
と
し
て
質
貸
中
心
の
経
営
を
行
っ
て
ゆ
く
が
、
更
に
延
享
期
頃
よ
り
領
主
米
の

購
入
、
米
相
場
商
い
へ
と
経
営
を
大
き
く
転
換
し
、
同
時
に
経
営
の
急
速
な
拡
大
を
み
る
。
こ
れ
は
宝
永
期
頃
の
藩
財
政
の
京
都
離
れ
と

関
連
し
て
い
る
。

果
、
農
村
部
で
は
生
産
余
剰
（

儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
諸
事
傭
及
び
歴
史
的
な
位
腫
付
け
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

付
記
本
稿
作
成
に
当
り
、
北
陸
歴
史
科
学
研
究
会
近
世
部
会
で
発
表
し
種
々
の
御
教
示
を
得
て
お
り
、
一
方
、
金
沢
大
学
高
沢
裕
一
助

教
授
の
指
導
に
預
り
、
ま
た
史
料
の
提
供
も
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
に
厚
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。

農
村
部
で
は
生
産
余
剰
の
形
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
農
民
の
経
営
は
依
然
不
安
定
で
あ
り
、
そ
の
自
立
も
極
め
て
緩
慢
な
道
を
余

呈
■
Ｆ
１



23

⑩(9)(8)(7)(6)(，（4）(8)(2)(1)
註

⑧
「
香
林
坊
家
記
」
今
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
巻
五
』
二
二
四
頁
。
学
習
研
究
社
一
九
七
七
年
）

⑨
『
小
松
史
史
料
篇
一
』
（
小
松
町
役
場
一
九
四
○
年
）
四
一
頁
。

⑩
大
聖
寺
藩
に
つ
い
て
は
、
倉
地
克
直
「
鹿
野
小
四
郎
『
農
事
遺
書
』
の
農
業
経
営
と
思
想
」
（
北
陸
史
学
第
二
六
号
一
九
七
七
年
）
。
加
賀
藩
を

中
心
と
し
た
当
地
方
一
般
と
し
て
は
、
高
沢
裕
一
「
多
肥
集
約
化
と
小
農
民
経
営
の
自
立
」
（
史
林
第
五
○
巻
一
・
二
一
九
六
七
年
）
。

⑪
『
加
賀
市
史
資
料
編
第
二
巻
』
（
加
賀
市
役
所
一
九
七
六
年
）
五
八
六
頁

⑫
本
滞
加
買
藩
で
も
、
町
に
対
し
夫
役
の
提
供
を
要
求
す
る
代
償
と
し
て
、
地
子
免
許
と
す
る
政
策
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
越
中
高
岡
は
鯉
長

一
四
年
町
建
設
の
時
よ
り
地
子
免
許
が
行
わ
れ
、
金
沢
で
は
車
永
八
年
に
本
町
・
七
ヶ
所
・
地
子
町
の
制
度
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
本

来
の
町
は
地
子
免
許
で
夫
役
負
担
を
す
る
役
町
に
あ
っ
た
。

⑬
文
政
八
年
「
町
方
打
銀
定
式
物
人
足
賃
銀
与
荷
銀
定
」
（
『
加
賀
市
史
資
料
編
第
二
巻
』
八
四
頁
）
に
よ
り
、
大
聖
寺
町
方
与
荷
銀
の
割
当
方
を

み
る
と
、
町
役
人
は
与
荷
銀
の
免
除
を
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
町
年
寄
で
間
口
一
五
間
の
屋
敷
分
、
町
肝
煎
は
六
間
三
尺
六
寸
、
地
子
肝
煎
は
五

間
（
い
づ
れ
も
奥
行
一
五
間
）
の
屋
敷
分
の
免
除
で
あ
っ
た
。
後
年
の
も
の
だ
が
、
成
立
時
の
棟
子
を
う
か
が
う
参
考
と
な
ろ
う
。

⑭
伊
藤
忠
士
「
近
世
初
期
一
商
人
の
性
格
」
（
史
学
雑
誌
七
○
’
一
一
九
六
一
年
）
で
、
当
時
美
溌
ｌ
越
前
ｌ
日
本
海
沿
岸
の
商
業
ル
ー
ト
の
存
在

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
商
業
ル
ー
ト
の
存
在
が
、
大
聖
寺
町
に
美
濃
屋
の
多
か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

⑮
前
掲
『
加
賀
市
史
資
料
繕
第
二
巻
』
五
八
○
頁
。

個
同
右
、
三
一
○
頁
’
三
二
三
頁
。

⑰
手
聯
醒
一
一
拾
稔
賦
被
仰
渡
損
模
」
（
同
右
二
八
八
頁
）

代
表
的
に
は
、
脇
田
修
「
近
世
初
期
、
先
進
地
帯
に
お
け
る
都
市
と
商
品
流
通
」
（
歴
史
学
研
究
一
三
九
号
一
九
五
八
年
）

代
表
的
に
は
、
松
本
四
郎
・
林
玲
子
「
元
禄
の
社
会
」
（
『
鋼
座
日
本
史
４
』
所
収
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
○
年
）

『
加
萱
市
史
通
史
上
巻
』
四
九
九
頁
。
（
加
賀
市
役
所
一
九
七
八
年
）

井
上
鋭
夫
『
一
向
一
摸
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
六
八
年
）
四
九
七
頁
。

『
加
賀
志
徴
上
編
』
（
石
川
県
図
書
館
協
会
）
五
二
頁
。

『
大
聖
寺
藩
史
』
（
大
聖
寺
藩
史
編
纂
会
一
九
三
八
年
）
五
六
五
頁
’
五
九
六
頁
。

同
右
、
六
二
五
頁
。
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側)鋤⑲⑱

前
掲
『
加
賀
市
史
通
史
上
巻
』
七
九
八
頁
。

加
賀
藩
で
は
慶
安
二
年
貸
銀
利
率
が
年
二
割
と
決
め
ら
れ
た
。
（
『
加
賀
藩
史
料
第
三
編
』
三
○
四
頁
）

金
沢
市
立
図
書
館
蔵
。

同
前
。

〆

「


